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現
代
に
お
け
る
寺
庭
婦
人
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て

―
こ
れ
ま
で
の
議
論
と
こ
れ
か
ら
の
課
題
―

鈴

木

晋

雄
（
雄

太
）

一
、
は
じ
め
に

　

―
社
会
の
価
値
観
が
今
、
大
き
く
揺
れ
動
い
て
い
る
―
。
一
九
九
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
智
山
教
化
資
料
』
第
十
九
集
「
社
会
と

女
性
問
題
」（
以
下
、『
教
化
』
一
九
）
の
冒
頭
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
の
通
り
一
九
九
〇
年
代
の
日
本
は
、
社
会
の
価
値
観
、

と
り
わ
け
男
女
の
あ
り
方
に
対
す
る
価
値
観
が
大
き
く
揺
ら
ぎ
、
そ
れ
ま
で
の
男
性
中
心
・
女
性
抑
圧
の
社
会
構
造
に
疑
問
の
声
が

上
が
り
は
じ
め
た
。
智
山
伝
法
院
（
以
下
、
伝
法
院
）
は
こ
の
年
（
九
三
年
）
よ
り
、『
智
山
教
化
資
料
』
で
「
新
社
会
問
題
シ
リ
ー

ズ
」
と
題
す
る
叢
書
を
ス
タ
ー
ト
し
、
そ
の
第
一
弾
を
飾
っ
た
の
が
「
女
性
問
題
」
で
あ
る
。
こ
の
頃
の
日
本
は
、
男
女
平
等
参
画

社
会
基
本
法
が
施
行
さ
れ
る
な
ど
、
性
別
に
縛
ら
れ
ず
誰
も
が
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
活
動
に
参
画
で
き

る
社
会
へ
と
舵
を
切
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
価
値
観
の
変
容
は
、
仏
教
学
や
仏
教
教
団
に
も
波
及
し
、
九
〇
年
代
以
降
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
立
場
や
女
性
の
視
点
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か
ら
ジ
ェ
ン
ダ
ー
不
平
等
な
る
仏
教
学
（
あ
る
い
は
仏
教
教
団
）
を
批
判
的
に
評
す
る
論
考
が
度
々
な
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ

た）
1
（

。
そ
の
後
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
社
会
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
意
識
は
高
ま
り
、
お
よ
そ
三
十
年
前
に
大
き
く
揺
れ
動
い
て
い
た
価
値

観
は
新
た
な
価
値
観
へ
と
変
容
し
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
世
界
の
男
女
平
等
指
数
を
み
る
と
、
日
本
は
一
五
六
か
国
中
一
二

〇
位
と
極
め
て
低
い
位
置
に
あ
り
、
価
値
観
こ
そ
変
わ
り
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
そ
こ
に
実
状
が
追
い
付
い
て
い
な
い
。

　

さ
て
本
稿
は
、
論
題
の
通
り
寺
庭
婦
人
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、
な
ぜ
筆
者
が
寺
庭
婦
人
を
テ
ー
マ
に
掲
げ
る
の
か
と

い
え
ば
次
の
二
つ
の
理
由
に
よ
る
。
一
つ
は
、
今
年
度
新
た
に
刊
行
さ
れ
た
『
智
山
寺
庭
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
に
編
集
委
員
と
し
て
関

わ
る
こ
と
に
な
り
、
本
宗
に
お
け
る
寺
庭
婦
人
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
を
得
た
こ
と
で
あ
る
。
編
集
過
程
（
編
集
会
議
）

の
中
で
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
本
宗
は
寺
庭
婦
人
に
何
を
求
め
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
寺
庭
婦
人
自
身
が
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
を
望

ん
で
い
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
が
度
々
議
論
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
対
す
る
明
確
な
回
答
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
現
実
が
浮
き
彫
り

に
な
っ
た）

2
（

。
も
う
一
つ
は
、
昨
年
度
よ
り
伝
法
院
で
「
仏
教
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
を
扱
う
新
た
な
研
究
会
が
発
足
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

研
究
会
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
今
後
ど
の
よ
う
な
方
向
性
で
議
論
が
進
ん
で
い
く
の
か
定
ま
っ
て
は
い
な
い
が
、
議
論

の
き
っ
か
け
と
し
て
寺
庭
婦
人
の
現
状
と
課
題
を
把
握
し
て
お
く
作
業
は
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
お
よ
そ
三
十
年
前
に
『
教
化
』
一
九
で
「
社
会
と
女
性
問
題
」
を
取
り
上
げ
て
以
来
、
本
宗
に
お
い
て
ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
問
題
が
大
々
的
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
な
か
で
も
、
寺
庭
婦
人
に
関
す
る
議
論
は
総
合
調
査
の
報
告
を
除
い

て
殆
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　

宗
教
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
は
、
①
宗
教
教
義
に
基
づ
く
問
題
、
②
宗
教
制
度
に
関
わ
る
問
題
、
③
宗
教
組
織
内
の
構
成

員
が
担
う
役
割
に
関
す
る
問
題
に
分
類
さ
れ
る）

3
（

。『
教
化
』
一
九
で
も
、
教
義
や
制
度
に
関
す
る
女
性
問
題
は
取
り
上
げ
て
い
る
が
、

寺
院
の
構
成
員
た
る
寺
庭
婦
人
に
対
す
る
言
及
は
殆
ど
な
い
。
現
代
の
寺
院
に
お
い
て
寺
庭
婦
人
は
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
る
が
、
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宗
団
内
で
の
寺
庭
婦
人
に
関
す
る
議
論
は
、
ど
う
し
て
も
「
寺
院
で
生
活
す
る
女
性
が
住
職
と
協
力
し
て
寺
院
経
営
に
参
画
し
て
い

く
方
向
付
け
で
議
論
さ
れ
る
程
度）

4
（

」
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
、
本
稿
は
今
後
の
議
論
の
序
論
と
位
置
づ
け
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
寺
庭
婦
人
を
め
ぐ
る
現
状
と
課

題
を
整
理
し
て
い
く
。

二
、
寺
庭
婦
人
に
関
す
る
研
究
史

　

社
会
的
文
化
的
性
別
を
表
す
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
概
念
は
、
生
物
学
的
性
別
を
表
す
セ
ッ
ク
ス
と
区
別
す
る
た
め
に
一
九
六
〇
年

代
頃
よ
り
登
場
し
、
七
〇
年
代
に
入
る
と
女
性
学
を
中
心
と
す
る
研
究
者
の
間
で
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
は
性
科
学

や
社
会
学
を
は
じ
め
と
す
る
他
分
野
の
研
究
領
域
に
も
広
ま
り
、
今
で
は
一
般
社
会
で
も
耳
に
す
る
機
会
が
増
え
た
。

　

仏
教
学
で
は
、
九
〇
年
頃
よ
り
仏
教
と
女
性
を
め
ぐ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
的
研
究
が
始
ま
り
、
そ
の
論
考
は
釈
尊
や
仏
教
各
宗
の
祖

師
に
お
け
る
女
性
観
、
女
性
の
成
仏
や
往
生
に
関
す
る
仏
典
研
究
、
戒
律
や
制
度
に
み
ら
れ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
な
ど
多
岐
に
亘
る
。

た
だ
し
、
寺
庭
婦
人
に
焦
点
を
当
て
た
論
考
は
少
な
く
、
本
人
の
想
い
や
現
場
の
声
に
耳
を
向
け
た
当
事
者
学
・
心
理
学
的
研
究
な

ど
、
近
年
は
徐
々
に
そ
の
研
究
も
み
ら
れ
る
が
未
だ
十
分
で
は
な
い
。

（
一
）
他
宗
に
お
け
る
寺
庭
婦
人
研
究

　

仏
教
各
宗
を
通
し
て
寺
庭
婦
人
に
関
す
る
研
究
は
少
な
い
が
、
そ
の
中
で
も
浄
土
真
宗
と
日
蓮
宗
に
は
一
定
の
論
考
が
み
ら
れ
る
。

妻
帯
僧
で
あ
る
親
鸞
上
人
を
宗
祖
に
も
つ
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
は
、
坊
守
の
あ
り
方
や
位
置
づ
け
を
歴
史
的
に
論
じ
た
遠
藤
の
一
連

の
研
究
、
宗
勢
調
査
に
基
づ
き
坊
守
の
役
割
を
論
じ
た
窪
田
の
研
究
、
坊
守
自
身
の
意
識
を
重
視
し
た
社
会
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
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に
よ
る
横
井
の
研
究
が
存
す
る）

5
（

。
ま
た
本
願
寺
派
の
系
統
大
学
で
あ
る
龍
谷
大
学
の
ア
ジ
ア
仏
教
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
は
「
仏
教

と
女
性
」
に
関
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
継
続
的
に
開
催
し）

6
（

、
同
大
に
は
二
〇
二
〇
年
に
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
宗

教
研
究
セ
ン
タ
ー
」
が
開
設
さ
れ
た
。

　

大
谷
派
で
は
、
一
九
八
六
年
に
「
真
宗
大
谷
派
に
お
け
る
女
性
差
別
を
考
え
る
女
た
ち
の
会
」
が
結
成
さ
れ
る
と
、
こ
れ
を
契
機

と
し
て
宗
団
は
九
四
年
に
「
女
性
の
宗
門
活
動
に
関
す
る
委
員
会
（
宗
務
審
議
会
）」
を
設
置
し
、
九
六
年
に
「
両
性
で
形
づ
く
る

教
団
」
を
目
指
し
て
「
女
性
室
」
を
開
設
し
た
。
ま
た
二
〇
一
九
年
に
は
、
大
谷
派
に
お
け
る
女
性
史
に
関
す
る
資
料
や
論
考
を
ま

と
め
た
「
女
性
史
に
学
ぶ
学
習
資
料
集）

7
（

」
を
刊
行
し
て
い
る
。

　

日
蓮
宗
は
、
二
〇
〇
九
年
に
現
代
宗
教
研
究
所
が
「
日
蓮
宗
の
寺
庭
婦
人
」
研
究
・
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム）

8
（

を
発
足
す
る
と
、

以
降
宗
内
に
お
け
る
寺
庭
婦
人
の
現
状
や
課
題
を
論
ず
る
研
究
が
度
々
発
表
さ
れ
て
い
る）

9
（

。
さ
ら
に
そ
れ
に
先
立
つ
〇
一
年
に
は
、

「
布
教
教
化
に
お
け
る
女
性
教
師
、
寺
庭
婦
人
の
役
割
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
か
れ
、
寺
庭
婦
人
に
対
す
る
提
言
・

討
議
が
な
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

ま
た
超
宗
派
の
組
織
で
あ
る
「
女
性
と
仏
教　

東
海
・
関
東
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
が
、「
仏
教
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
に
関
す
る
論
文
集

を
三
冊
刊
行
し
て
い
る
。
当
組
織
は
仏
教
教
団
に
属
す
る
女
性
た
ち
が
宗
派
や
立
場
の
枠
を
超
え
て
学
び
の
場
を
も
つ
集
い
で
あ
り
、

三
作
に
は
教
義
や
制
度
の
問
題
を
扱
う
学
術
論
文
か
ら
当
事
者
の
声
に
到
る
ま
で
多
様
な
立
場
の
論
考
が
収
め
ら
れ
て
い
る）

11
（

。
こ

の
他
に
も
、
近
年
は
全
日
本
仏
教
会
を
は
じ
め
各
教
団
の
中
で
、
寺
庭
婦
人
を
含
め
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
多

数
開
催
さ
れ
て
い
る
。
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（
二
）
本
宗
に
お
け
る
寺
庭
婦
人
研
究

　

本
宗
に
お
け
る
寺
庭
婦
人
研
究
を
辿
る
と
、
一
九
七
八
年
の
教
化
研
究
会
に
お
い
て
、「
婦
人
に
対
す
る
教
化
の
実
践
と
問
題
」

と
題
す
る
分
科
会
が
設
け
ら
れ
て
い
る）

11
（

。
こ
の
と
き
の
「
婦
人
」
と
は
、
寺
庭
婦
人
で
は
な
く
婦
人
（
女
性
）
全
般
を
意
図
し
て

い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
婦
人
教
化
と
い
う
テ
ー
マ
を
通
し
て
寺
庭
婦
人
に
関
す
る
様
々
な
問
題
が
表
面
化
し
、

寺
庭
婦
人
が
「
宗
団
へ
、
そ
し
て
社
会
へ
と
発
言
す
る
一
つ
の
場）

13
（

」
と
な
り
、
宗
団
に
対
す
る
寺
庭
婦
人
か
ら
の
種
々
な
る
要
望

が
提
言
さ
れ
た
と
い
う
。

　

ま
た
一
九
八
〇
年
に
は
、
大
塚
が
寺
庭
婦
人
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
整
理
し
、
本
宗
に
お
け
る
六
つ
の
課
題
を
提
言
し
た）

11
（

。

　
（
１
） 

寺
庭
婦
人
の
教
化
（
教
育
）
の
遅
れ
、
寺
庭
婦
人
規
程
の
あ
い
ま
い
さ
、
さ
ら
に
地
位
の
低
さ
を
指
摘
で
き
、
本
宗
制
度

上
に
明
確
な
寺
庭
婦
人
規
程
を
す
べ
き
で
あ
る
。

　
（
２
） 

そ
の
規
程
の
た
め
に
は
、
仏
教
婦
人
論
及
び
本
宗
寺
庭
婦
人
論
が
当
然
必
要
で
あ
る
。

　
（
３
） 

寺
庭
婦
人
の
地
位
向
上
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
基
本
は
両
性
平
等
の
姿
勢
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
第
一
歩
と
し
て
教
師
・
準
教
師
あ
る
い
は
布
教
師
等
の
、
住
職
と
同
様
の
資
格
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
。
当
然
、
寺

庭
婦
人
の
研
修
・
講
習
は
そ
の
資
格
の
修
得
が
で
き
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　
（
４
） 

従
来
の
寺
庭
婦
人
教
化
の
目
標
が
、
住
職
の
補
佐
、
相
談
相
手
、
檀
信
徒
の
接
待
等
の
寺
院
行
事
運
営
面
に
中
心
が
置
か

れ
て
い
る
が
、
寺
院
の
社
会
的
存
在
と
そ
の
活
動
面
の
教
化
が
寺
庭
婦
人
に
も
指
導
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
（
５
） 

教
師
に
対
し
て
は
動
態
調
査
が
あ
り
、
そ
の
実
態
の
明
確
化
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
寺
庭
婦
人
の
実
態
把
握
が
な
さ
れ
て

い
な
い
。

　
（
６
） 

当
然
、
寺
庭
婦
人
に
対
し
て
も
、
動
態
調
査
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
基
礎
と
し
て
生
活
構
造
論
的
視
点
か
ら
の
展
開
が
必
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要
で
あ
る
。

　

以
上
の
六
つ
の
提
言
を
現
在
の
本
宗
の
状
況
と
照
ら
し
て
み
る
と
、（
１
）（
２
）
は
寺
庭
婦
人
の
規
程
に
関
す
る
提
言
で
あ
り
、

こ
の
あ
と
一
九
九
三
年
に
は
寺
庭
婦
人
規
程
が
施
行
さ
れ
、
同
年
に
智
山
寺
庭
婦
人
連
絡
協
議
会
（
二
〇
〇
九
年
よ
り
智
山
寺
庭
婦

人
連
合
会
に
改
称
）
が
組
織
さ
れ
た
。（
３
）
は
男
女
平
等
に
基
づ
き
寺
庭
婦
人
に
も
住
職
と
同
等
の
資
格
を
与
え
る
べ
き
と
し
、

そ
の
た
め
に
は
資
格
を
取
得
す
る
研
修
を
要
す
る
と
い
う
提
言
で
あ
る
。
寺
庭
婦
人
の
研
修
に
つ
い
て
は
、
住
職
と
同
等
の
資
格
を

得
ら
れ
る
研
修
は
今
の
と
こ
ろ
な
い
が
、
本
宗
に
は
一
九
六
七
年
以
来
全
寺
庭
婦
人
を
対
象
と
し
た
二
泊
三
日
の
「
寺
庭
婦
人
講
習

会
」
が
あ
り
、
二
〇
〇
九
年
に
は
入
寺
十
年
以
内
の
寺
庭
婦
人
を
対
象
と
し
た
一
泊
二
日
の
「
入
門
寺
庭
婦
人
講
習
会
」
が
始
ま
っ

た
。
ま
た
伝
法
院
に
お
い
て
も
、
一
九
八
九
年
よ
り
寺
庭
婦
人
対
象
の
「
寺
庭
婦
人
講
座
」
が
開
設
さ
れ
た
。（
４
）
は
寺
庭
婦
人

の
活
動
面
で
の
教
化
に
対
す
る
提
言
で
あ
る
。
こ
れ
は
寺
庭
婦
人
に
限
ら
ず
教
師
に
つ
い
て
も
同
じ
課
題
と
い
え
る
が
、
二
〇
一
三

年
よ
り
伝
法
院
の
開
設
講
座
と
し
て
運
営
面
・
活
動
面
の
両
面
か
ら
教
化
方
法
を
学
ぶ
「
寺
院
活
性
化
論
」
が
開
設
さ
れ
、
そ
こ
に

は
多
く
の
寺
庭
婦
人
も
参
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
一
五
年
に
は
寺
庭
婦
人
も
遍
照
講
の
支
部
長
を
務
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
る

な
ど
、
寺
庭
婦
人
の
活
動
面
で
の
活
躍
の
機
会
は
増
し
て
い
る
。（
５
）（
６
）
は
動
態
調
査
に
関
す
る
提
言
で
あ
る
。
本
宗
で
は
一

九
七
五
年
よ
り
五
年
に
一
度
の
総
合
調
査
が
行
わ
れ
る
が
、
初
回
こ
そ
寺
庭
婦
人
は
対
象
外
で
あ
っ
た
も
の
の
、
第
二
回
よ
り
寺
庭

婦
人
も
調
査
対
象
に
加
わ
り
、
調
査
に
基
づ
く
現
状
と
課
題
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。

（
三
）
宗
団
に
お
け
る
寺
庭
婦
人
研
究
の
意
義

　

大
塚
の
提
言
は
お
よ
そ
四
十
年
前
に
出
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
現
在
の
本
宗
の
状
況
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
比
較

的
実
現
が
な
さ
れ
て
お
り
議
論
を
始
め
る
こ
と
の
重
要
性
を
窺
わ
せ
る）

15
（

。
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こ
れ
ま
で
の
仏
教
学
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
は
女
性
や
宗
団
外
の
研
究
者
に
よ
る
も
の
が
多
い
が
、
川
橋
は
「
強
者
の
側
に

立
つ
男
性
僧
侶
た
ち
に
も
こ
の
問
題
を
一
緒
に
考
え
て
も
ら
い
た
い）

11
（

」
と
い
い
、
大
越
は
「
体
制
内
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
で
、
そ

れ
に
対
し
て
批
判
的
な
視
点
と
い
う
か
な
、
そ
う
い
う
も
の
を
持
っ
て
ほ
し
い）

17
（

」
と
要
請
す
る
。
ま
た
、
原
は
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研

究
が
「
す
べ
て
の
人
間
に
よ
る
、
す
べ
て
の
人
間
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
人
間
の
た
め
の
研
究
」
で
あ
る
た
め
に
は
、
多
様
な
属
性

（
性
別
、
階
級
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
、
そ
の
他
）
を
持
つ
人
び
と
が
研
究
者
と
し
て
学
術
活
動
に
参
画
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る）

11
（

」
と
指

摘
す
る
。

　

伝
法
院
の
総
合
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
「
伝
統
の
創
造
」
に
つ
い
て
、
当
時
の
院
長
で
あ
る
廣
澤
が
「
真
言
宗
智
山
派
に
か
か
わ
る

す
べ
て
の
人
と
、
こ
の
困
難
な
時
代
を
生
き
る
自
分
を
問
う
た
め
に
、
社
会
を
見
据
え
、
足
も
と
を
み
つ
め
る）

19
（

」
研
究
で
あ
る
と

述
べ
る
よ
う
に
、
時
代
の
変
化
と
と
も
に
、
寺
庭
婦
人
を
と
り
ま
く
諸
問
題
を
分
析
し
、
宗
内
の
公
の
場
で
報
告
す
る
作
業
は
必
要

で
あ
ろ
う
。

三
、
本
宗
に
お
け
る
寺
庭
婦
人
の
変
遷

　

現
代
日
本
に
お
い
て
多
く
の
僧
侶
は
結
婚
し
て
い
る
。
菩
提
寺
の
若
住
職
の
結
婚
を
檀
信
徒
が
期
待
（
心
配
）
す
る
よ
う
に
、
僧

侶
の
結
婚
は
一
般
社
会
で
も
お
お
よ
そ
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
近
代
以
前
の
日
本
で
は
、
戒
律
に
よ
っ
て
僧
侶
が
異
性
と

の
関
係
を
持
つ
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
特
に
江
戸
時
代
に
は
浄
土
真
宗
を
除
く
諸
宗
派
は
国
法
に
よ
っ
て
婚
姻
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。

　

僧
侶
の
妻
帯
に
つ
い
て
は
既
に
詳
細
な
論
考
が
あ
る
が
、
寺
庭
婦
人
を
テ
ー
マ
に
論
じ
る
上
で
は
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
た

め
、
先
行
研
究
を
頼
り
に
そ
の
変
遷
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く）

11
（

。
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（
一
）
仏
教
各
宗
に
お
け
る
僧
侶
妻
帯
論
の
変
遷

　

―
今
よ
り
僧
侶
の
肉
食
妻
帯
蓄
髪
等
勝
手
た
る
べ
き
事
―
。
明
治
五
年
の
太
政
官
布
告
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
国
法
と
し
て
禁
じ

ら
れ
て
き
た
僧
侶
の
妻
帯
が
容
認
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
国
法
の
廃
止
に
過
ぎ
ず
、
当
時
の
仏
教
教
団
が
僧
侶
の
妻
帯

を
直
ち
に
認
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
布
告
以
降
、
仏
教
各
宗
は
妻
帯
の
可
否
を
め
ぐ
っ
て
活
発
な
議
論
を
展
開
す
る
。

　

国
法
解
禁
直
後
、
仏
教
各
宗
は
妻
帯
否
定
の
立
場
を
示
す
。
明
治
七
年
に
大
教
院
よ
り
、
明
治
一
一
年
に
内
務
省
よ
り
、「
妻
帯

を
認
め
る
国
法
は
従
来
の
宗
規
ま
で
を
変
ず
る
も
の
で
は
な
い
」
と
の
通
達
が
出
る
と
、
そ
の
後
の
明
治
三
十
年
に
到
る
ま
で
曹
洞

宗
・
日
蓮
宗
・
浄
土
宗
・
天
台
宗
・
真
言
宗
な
ど
各
宗
当
局
よ
り
妻
帯
禁
遏
の
通
達
が
出
続
け
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
明
治
二

十
年
頃
か
ら
は
妻
帯
肯
定
論
も
出
始
め
る
。
奥
野
は
近
代
に
刊
行
さ
れ
た
仏
教
系
の
雑
誌
や
新
聞
を
概
観
し
、
妻
帯
可
否
論
争
の
展

開
を
、
①
明
治
十
年
代
前
半
の
妻
帯
否
定
論
優
勢
期
、
②
明
治
二
十
年
代
中
頃
以
降
の
否
定
論
か
ら
肯
定
論
へ
の
移
行
期
、
③
明
治

三
十
年
以
降
の
肯
定
論
主
流
期
に
分
類
し
て
い
る）

11
（

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
①
期
の
妻
帯
否
定
論
と
は
、
戒
律
の
観
点
か
ら
僧
侶
の
妻

帯
は
認
め
な
い
と
す
る
も
の
で
、
こ
の
時
期
に
は
妻
帯
の
み
な
ら
ず
僧
侶
全
体
の
乱
れ
を
憂
慮
す
る
意
見
が
目
立
っ
て
い
た
。
②
期

に
な
る
と
、
戒
律
遵
守
の
妻
帯
否
定
論
に
対
し
、
後
継
者
確
保
の
観
点
か
ら
妻
帯
容
認
の
肯
定
論
が
増
え
始
め
た
。
そ
し
て
③
期
に

は
、
後
継
者
の
確
保
が
よ
り
一
層
困
難
と
な
る
中
で
肯
定
論
が
否
定
論
を
上
回
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
仏
教
各
宗
に
お
け
る
僧
侶
の
妻
帯
論
争
を
概
観
す
れ
ば
、「
戒
律
遵
守
の
否
定
論
」
と
「
後
継
者
確
保
の

肯
定
論
」
と
い
う
対
立
構
造
に
あ
り
、
外
か
ら
弟
子
を
取
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
た
と
い
う
事
情
に
よ
っ
て
、
仏
教
各
宗
は
僧
侶
の

妻
帯
を
や
む
な
く
肯
定
し
た
。
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（
二
）
本
宗
に
お
け
る
僧
侶
妻
帯
論
の
変
遷

　

妻
帯
可
否
論
に
つ
い
て
本
宗
に
目
を
向
け
る
と
、
明
治
三
十
年
代
後
半
よ
り
、
徒
弟
の
養
成
が
困
難
で
あ
る
現
状
へ
の
訴
え
が
増

加
し
、
妻
帯
容
認
を
望
む
声
が
高
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
当
時
の
宗
団
は
、
妻
帯
を
禁
ず
る
一
方
で
、
現
実
に
は
多
く
の
僧
侶
が
妻

帯
し
て
い
る
と
い
う
中
途
半
端
な
状
態
で
あ
っ
た
。
奥
野
は
、『
智
嶺
新
報
』
四
二
号
「
本
領
」
の
記
事
に
よ
っ
て
本
宗
に
お
け
る

妻
帯
可
否
論
争
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
と
指
摘
す
る
。
奥
野
に
よ
れ
ば
、「
本
領
」
と
は
新
聞
の
社
説
に
相
当
し
、
こ
の
論
は
宗
派

の
望
む
未
来
像
を
示
す
と
い
う）

11
（

。
そ
の
記
事
を
見
る
と
、「
宗
内
の
手
に
於
い
て
ド
シ
ド
シ
法
の
子
児
を
生
産
し
、
青
年
の
人
物
を

養
成
し
、
其
の
養
成
し
た
る
人
物
を
以
て
仏
祖
に
捧
ぐ
る
を
報
恩
謝
徳
の
第
一
と
な
す
べ
し
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
宗
に
お
け

る
寺
庭
婦
人
の
は
じ
ま
り
は
、
宗
内
の
手
の
中
で
「
ド
シ
ド
シ
法
の
子
児
を
生
産
」
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
こ

れ
以
降
、
本
宗
に
お
い
て
妻
帯
可
否
論
は
語
ら
れ
な
く
な
り
、
明
治
四
十
年
の
智
山
派
宗
会
に
て
妻
帯
公
認
が
決
議
さ
れ
た）

13
（

。

四
、
寺
庭
婦
人
を
め
ぐ
る
諸
問
題
―
こ
れ
ま
で
の
議
論
と
こ
れ
か
ら
の
課
題
―

　

次
に
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
寺
庭
婦
人
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
整
理
し
、
現
代
社
会
や
本
宗
の
状
況
に
照
ら
し
な
が
ら

課
題
を
挙
げ
て
い
く
。

（
一
）
子
弟
教
育
に
お
け
る
寺
庭
婦
人
の
役
割
の
強
調

　

明
治
以
前
と
り
わ
け
江
戸
期
に
は
、
浄
土
真
宗
を
除
く
仏
教
各
宗
の
僧
侶
は
独
身
で
あ
り）

11
（

、
外
か
ら
弟
子
を
取
っ
て
い
た
。
出

家
中
心
主
義
に
基
づ
く
徒
弟
制
度
に
よ
っ
て
、
師
は
弟
子
に
対
し
て
幼
少
の
頃
よ
り
子
弟
教
育
を
施
し
た
。
し
か
し
明
治
以
降
、
近

代
化
が
進
む
に
つ
れ
て
、
寺
院
は
外
か
ら
子
を
預
か
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
安
定
し
て
後
継
者
を
確
保
す
る
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た
め
に
、
僧
侶
は
妻
帯
し
自
ら
の
子
を
持
ち
、
寺
院
の
家
族
＝
寺
族
を
誕
生
さ
せ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
弟
子
が
外
か
ら
自
身
の
子

に
は
変
わ
っ
た
が
、
多
く
の
寺
院
は
立
派
な
僧
侶
に
育
て
る
た
め
の
子
弟
教
育
を
徹
底
し
た
。
幼
少
期
に
お
け
る
僧
侶
の
養
成
は
「
雛

僧
教
育
」
と
も
称
さ
れ
、
多
く
の
宗
団
で
重
要
視
さ
れ
た）

15
（

。

　

こ
の
子
弟
教
育
は
現
代
に
お
い
て
も
広
く
推
奨
さ
れ
、
そ
の
中
心
的
役
割
を
担
う
の
が
寺
庭
婦
人
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、『
中
外

日
報
』「
社
説
」
の
「
寺
庭
婦
人
の
使
命
と
は
何
か
」
で
は
、

ま
ず
第
一
に
、
住
職
を
助
け
て
寺
門
の
後
継
者
を
養
育
す
る
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
後
継
者
、
雛
僧
教
育
は
宗
門
に
と
っ
て
最

も
重
要
な
使
命
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
の
日
本
で
は
、
特
別
の
寺
院
を
除
い
て
宗
派
を
問
わ
ず
住
職
の
世
襲
が
通
例
に

な
っ
て
き
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
現
場
に
お
け
る
女
性
の
役
割
が
大
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。（『
中
外
日
報
』、

二
〇
〇
九
年
十
月
三
日
）

と
あ
り
、
本
宗
の
総
合
調
査
報
告
で
も
、

寺
庭
婦
人
は
寺
院
子
弟
教
育
に
深
く
関
与
し
て
い
ま
す
。
言
葉
を
か
え
れ
ば
本
宗
の
将
来
は
寺
庭
婦
人
の
生
活
意
識
や
宗
教
心

に
か
か
っ
て
い
ま
す
。（
昭
和
六
十
年
度
実
施
報
告
書
、
四
六
頁
）

寺
院
の
世
襲
化
が
定
着
し
た
現
在
、
子
ど
も
を
寺
院
の
後
継
者
と
し
て
育
成
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
礎
と
し

て
の
青
少
幼
年
期
の
子
育
て
に
寺
庭
婦
人
は
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。（
平
成
二
十
二
年
度
実
施
報
告
書
、
一
八
〇
頁
）

と
指
摘
さ
れ
る
。

　

現
代
に
お
い
て
子
弟
教
育
と
世
襲
は
対
で
あ
り
、
住
職
夫
妻
の
子
が
寺
院
の
後
継
者
で
あ
る
か
ら
こ
そ
幼
少
期
か
ら
の
子
弟
教
育

が
可
能
と
な
る
。
住
職
夫
妻
が
自
ら
の
子
に
対
し
、
早
い
段
階
か
ら
専
門
教
育
を
す
る
こ
と
の
有
効
性
は
高
い
。
平
成
二
十
二
年
度

実
施
の
総
合
調
査
報
告
で
も
、
世
襲
の
メ
リ
ッ
ト
の
一
つ
に
「
後
継
者
に
な
る
こ
と
を
想
定
し
た
子
弟
教
育）

11
（

」
が
挙
げ
ら
れ
、
世
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襲
化
に
伴
う
教
師
の
質
の
低
下
を
食
い
止
め
る
た
め
に
も
、
世
襲
の
特
性
を
利
用
し
た
子
弟
教
育
は
有
用
な
手
段
と
さ
れ
る
。
し
か

し
一
方
で
、
寺
庭
婦
人
の
重
責
と
い
う
面
で
い
く
つ
か
問
題
が
あ
る
。

　

そ
の
第
一
は
、
性
別
役
割
分
業
意
識
に
基
づ
き
、
子
弟
教
育
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
論
考
の
殆
ど
す
べ
て
が
そ
の
中
心
的
役
割
を

寺
庭
婦
人
に
担
わ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
延
本
は
、
寺
庭
婦
人
の
役
割
を
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。

寺
庭
婦
人
の
役
目
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
寺
庭
婦
人
と
し
て
の
内
助
の
功
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
此
処
で
言
う
内
助
の
功
と
は
、

住
職
補
佐
と
檀
信
徒
接
待
で
す
。
住
職
補
佐
と
は
、
住
職
は
公
私
の
用
が
多
い
。
一
定
の
法
務
の
他
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的

活
動
（
職
務
）
に
携
わ
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
住
職
（
夫
）
の
仕
事
を
よ
く
理
解
し
、
特
に
、
そ
の
精
神
的
支
柱

と
な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
精
神
的
支
柱
と
は
、
住
職
が
「
家
の
中
の
こ
と
は
妻
が
い
れ
ば
安
心
だ
。」
と
い
う
よ
う
な

安
心
感
を
も
っ
て
、
宗
門
す
な
わ
ち
大
法
の
た
め
に
公
私
と
も
に
活
動
で
き
る
よ
う
に
し
て
あ
げ
る
こ
と
。
そ
の
た
め
の
環
境

作
り
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
…
中
略
…
そ
し
て
、
何
よ
り
も
第
四
条
に
、「
寺
庭
婦
人
は
、
率
先
し
て
寺
族
の
務
め
を
果
し
、

寺
院
子
弟
の
教
育
と
後
継
者
の
育
成
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
責
任
の
重
さ
は

計
り
知
れ
ま
せ
ん
。（
延
本
［
二
〇
一
六
］、
三
〇
四
～
三
〇
五
頁
）

　

延
本
は
、
寺
庭
婦
人
の
役
割
は
公
私
で
忙
し
い
住
職
の
内
助
に
あ
る
と
し
、
住
職
を
補
佐
し
て
「
家
庭
の
こ
と
は
寺
庭
婦
人
に
任

せ
て
お
け
ば
安
心
だ
」
と
い
う
精
神
的
支
柱
に
な
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
家
庭
内
で
の
育
児
や
教
育
の
時

間
が
男
性
に
比
べ
て
女
性
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
と
い
う
現
実
は
あ
る
が）

17
（

、
だ
か
ら
と
い
っ
て
幼
少
期
の
家
庭
教
育
の
み
な
ら
ず

後
継
者
育
成
を
目
的
と
し
た
専
門
教
育
ま
で
そ
の
中
心
を
寺
庭
婦
人
に
担
わ
せ
る
こ
と
は
、
現
代
の
価
値
観
と
の
乖
離
が
あ
る
。

　

第
二
は
、
本
宗
に
お
け
る
多
く
の
寺
庭
婦
人
が
在
家
出
身
で
あ
り
、
お
寺
に
嫁
い
で
間
も
な
い
時
期
に
幼
少
教
育
期
（
子
育
て
期
）

が
重
な
る
こ
と
で
あ
る
。
在
家
出
身
の
寺
庭
婦
人
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
人
生
で
仏
教
と
関
わ
り
を
持
た
ず
に
過
ご
し
て
き
た
人
も
多
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く
、
仏
教
や
仏
事
の
知
識
に
乏
し
い
だ
け
で
な
く
、
仏
と
い
う
存
在
や
信
仰
と
い
う
行
為
自
体
に
実
感
を
持
て
な
い
こ
と
も
あ
る
。

未
知
な
る
世
界
に
と
び
込
み
、
寺
院
の
価
値
観
を
備
え
て
い
な
い
中
で
、
子
弟
教
育
の
中
心
的
存
在
を
担
う
こ
と
に
は
大
き
な
不
安

と
戸
惑
い
を
伴
う
。「
寺
庭
婦
人
の
満
足
度
・
悩
み
事
」
に
関
す
る
総
合
調
査
で
は
、
若
い
世
代
ほ
ど
満
足
度
が
低
く
、
信
仰
心
や

宗
教
活
動
に
対
す
る
悩
み
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

ま
た
、
現
代
家
族
の
特
徴
と
し
て
、
子
育
て
の
孤
立
化
や
密
室
化
が
指
摘
さ
れ
、
そ
の
多
く
は
外
部
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
の
領
域
を
保
ち
な
が
ら
各
家
庭
内
で
育
児
を
行
っ
て
い
る）

19
（

。
近
代
以
前
は
大
家
族
や
地
域
共
同
体
で
担
っ
て
い
た
子
育
て

が
、
近
代
以
降
両
親
の
み
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
両
親
の
価
値
観
が
子
ど
も
の
教
育
に
直
結
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
宗
に
お

い
て
も
、
結
婚
し
た
教
師
夫
妻
が
寺
院
の
敷
地
外
に
住
居
を
構
え
る
ケ
ー
ス
は
増
え
て
お
り
、
寺
院
生
活
を
送
ら
ず
に
子
ど
も
の
幼

少
期
を
終
え
る
寺
庭
婦
人
も
多
い
。
さ
ら
に
、
結
婚
や
子
育
て
の
自
由
化
・
多
様
化
も
相
俟
っ
て
、
自
ら
の
子
を
「
後
継
者
に
な
る

こ
と
を
想
定
し
て
育
て
る
こ
と
」
に
疑
問
を
感
じ
る
寺
庭
婦
人
も
増
え
て
く
る
で
あ
ろ
う）

31
（

。
在
家
出
身
の
寺
庭
婦
人
の
割
合
は
年
々

増
加
し
て
お
り
、
今
後
益
々
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
強
ま
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
寺
庭
婦
人
に
対
す
る
子
弟
教
育
の
強
調

は
、
子
ど
も
を
産
む
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
お
り
、「
産
む
性
」
と
し
て
の
女
性
を
殊
更
に
強
調
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な

い
。

（
二
）「
寺
庭
婦
人
」
と
い
う
名
称

　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
概
念
が
日
本
に
定
着
し
て
間
も
な
く
、
一
九
九
〇
年
代
中
頃
よ
り
、
固
定
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
意
識
へ
の
呪
縛

か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
フ
リ
ー
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
た）

31
（

。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、「
寺
庭
婦
人

0

0

」
と
い
う
名
称
に
は
、「
住
職
の
配
偶
者
は
女
性
」
と
い
う
性
別
分
業
観
が
含
ま
れ
て
い
る
。
僧
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侶
の
妻
帯
の
歴
史
や
当
時
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
意
識
を
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
名
称
自
体
に
違
和
感
は
な
い
が
、
現
代
は
そ
の
状
況
が
大
き
く

変
わ
っ
て
い
る
。
本
宗
教
師
に
お
け
る
女
性
（
尼
僧
）
の
割
合
は
年
々
増
加
し
て
お
り
、
本
宗
寺
院
の
中
に
は
女
性
（
妻
）
が
住
職

を
務
め
、
男
性
（
夫
）
が
寺
庭
婦
人
の
役
割
を
担
う
寺
院
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
宗
に
お
い
て
住
職
の
配
偶
者
を
示
す
多
く

の
場
合
は
「
寺
庭
婦
人
」
の
名
称
が
使
わ
れ
て
い
る
。
総
合
調
査
に
お
け
る
住
職
配
偶
者
と
し
て
の
対
象
も
寺
庭
婦
人
の
み
で
あ
り
、

女
性
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
平
成
二
十
七
年
度
実
施
の
総
合
調
査
報
告
で
は
、
住
職
の
配
偶
者
に
対
す
る
性
別
の
枠
組
み
へ
の
再
考
が
指
摘

さ
れ
た
。
ま
た
、『
寺
庭
の
し
る
べ
』
や
『
智
山
寺
庭
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
の
よ
う
に
住
職
の
配
偶
者
を
対
象
と
し
た
近
年
の
本
宗
刊

行
物
は
、「
婦
人
」
の
語
を
除
き
「
寺
庭
」
の
み
と
す
る
傾
向
に
あ
る
。「
寺
庭
」
や
「
寺
庭
ふ
人
」
な
ど
性
別
に
依
ら
な
い
名
称
の

使
用
に
つ
い
て
も
議
論
す
る
時
期
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
寺
庭
婦
人
」
と
い
う
名
称
自
体
を
廃
止
す
べ
き
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
青
年
僧
だ
け
で
組
織
さ

れ
る
「
青
年
会
」
や
、
尼
僧
だ
け
で
組
織
さ
れ
る
「
尼
僧
の
会
」
が
あ
る
よ
う
に
、「
寺
庭
婦
人
会
」
の
よ
う
な
女
性
だ
け
の
組
織

も
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
教
師
が
男
性
だ
け
に
限
ら
な
い
よ
う
に
、
教
師
の
配
偶
者
＝
女
性
の
み
と
い
う
こ
と
を
連
想
さ
せ
る

「
寺
庭
婦
人
」
と
い
う
公
称
に
つ
い
て
は
一
考
の
余
地
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
住
職
の
配
偶
者
＝
寺
庭
婦
人
」
と
い
う
公
称
に
は
、

「
主
＝
男
性
、
主
の
補
佐
＝
女
性
」
と
い
う
固
定
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
意
識
が
潜
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
近
年
は
男
性
ゆ
え
の
生
き

づ
ら
さ
を
対
象
に
し
た
「
男
性
学
」
も
注
目
を
集
め
る
が
、「
寺
庭
婦
人
」
と
い
う
名
称
に
は
寺
庭
婦
人
の
役
割
を
担
う
非
教
師
の

男
性
（
女
性
住
職
の
夫
）
の
生
き
づ
ら
さ
を
生
じ
る
要
因
も
潜
ん
で
い
る
。
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（
三
）
立
場
の
曖
昧
性

　

寺
庭
婦
人
の
立
場
が
曖
昧
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
先
行
研
究
の
中
で
も
最
も
指
摘
の
多
い
事
柄
の
一
つ
で
あ
る
。
伊
藤
は
、
明
治

五
年
の
太
政
官
布
告
以
来
の
仏
教
各
宗
に
お
け
る
寺
庭
婦
人
の
位
置
づ
け
の
曖
昧
性
を
指
摘
し
、「
寺
庭
婦
人
を
ど
の
よ
う
に
認
め

る
か
で
は
な
く
、
寺
庭
婦
人
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
へ
と
す
り
替
え
ら
れ
て
い
っ
て
、
寺
庭
婦
人
た
ち
の
教
団
で
の
位
置

づ
け
や
権
利
が
あ
い
ま
い
な
ま
ま
に
な
っ
て
い
る）

31
（

」
と
述
べ
る
。
ま
た
延
本
は
、
自
宗
（
日
蓮
宗
）
の
寺
庭
婦
人
規
程
に
つ
い
て
、

「
寺
庭
婦
人
に
は
、
義
務
は
課
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
権
利
と
い
う
点
で
は
何
処
に
も
な
い）

33
（

」
と
批
判
す
る
。
さ
ら
に
延
本
は
浄
土

真
宗
本
願
寺
派
を
例
に
挙
げ
、
宗
会
議
員
に
女
性
（
坊
守
）
が
い
る
な
ど
女
性
の
視
点
が
宗
門
の
運
営
に
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
、
日
蓮
宗
で
は
宗
会
議
員
の
中
に
尼
僧
・
寺
庭
婦
人
を
含
め
た
女
性
議
員
が
一
人
も
い
な
い
現
状
を
非
難
し
て
い
る）

31
（

。

　

本
宗
に
お
い
て
も
、
大
塚
が
寺
庭
婦
人
規
程
の
曖
昧
さ
や
地
位
の
低
さ
を
指
摘
し
た
一
九
八
〇
年
以
来
、
寺
庭
婦
人
の
立
場
や
目

指
す
べ
き
方
向
性
は
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
る
。
寺
庭
婦
人
が
初
め
て
総
合
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
昭
和
五
十
五
年
実
施
の
調
査
報
告
に

は
、

宗
団
に
お
け
る
地
位
の
向
上
を
め
ざ
す
と
と
も
に
女
性
問
題
を
通
し
て
寺
庭
婦
人
の
特
質
を
生
か
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

一
般
社
会
に
お
け
る
女
性
問
題
と
か
か
わ
り
あ
い
な
が
ら
、
寺
庭
婦
人
の
役
割
を
考
え
て
い
か
な
い
と
社
会
か
ら
取
り
残
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
…
中
略
…
寺
庭
婦
人
を
あ
く
ま
で
も
住
職
教
師
の
補
佐
と
し
て
い
く
の
か
、
独
自
性
を
も
み
ち
び
き

出
し
て
い
く
べ
き
な
の
か
は
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
住
職
教
師
の
寺
庭
婦
人
へ
の
考
え
方
そ
れ
自
体
に
こ
そ
、
む
し
ろ
基
本
的

な
問
題
が
あ
る
と
思
う
。（
昭
和
五
十
五
年
度
実
施
報
告
書
、
一
五
八
～
一
五
九
頁
）

と
あ
り
、
そ
の
五
年
後
の
調
査
報
告
で
も
、

本
宗
に
お
け
る
寺
庭
婦
人
の
位
置
付
け
が
非
常
に
不
鮮
明
な
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
寺
庭
婦
人
を
住
職
の
補
佐
的
な
役
割
と
し
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て
位
置
付
け
る
の
か
、
そ
れ
と
も
一
人
の
教
化
者
と
し
て
位
置
付
け
る
の
か
と
い
う
大
き
な
問
題
で
す
。
こ
の
点
は
ぜ
ひ
と
も

明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。（
昭
和
六
十
年
度
実
施
報
告
書
、
四
六
頁
）

と
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
八
〇
年
代
の
本
宗
に
お
い
て
、
寺
庭
婦
人
を
住
職
の
補
佐
と
位
置
づ
け
る
の
か
、
一
人
の
教
化
者

と
位
置
づ
け
る
の
か
と
い
う
寺
庭
婦
人
の
目
指
す
べ
き
方
向
性
は
「
ぜ
ひ
と
も
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
喫
緊
の
課
題
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
、
近
年
の
本
宗
刊
行
物
を
見
る
と
、「
今
後
、
檀
信
徒
と
と
も
に
寺
院
を
活
性
化
す
る
う
え
で
寺
族
・
寺
庭
婦
人
は
、

住
職
・
主
管
者
の
補
佐
と
い
う
立
場
か
ら
、
同
じ
く
寺
院
を
護
持
す
る
主
軸
へ
と
転
化
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る）

35
（

」
と
あ
り
、
補

佐
か
ら
主
軸
へ
の
転
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
宗
法
で
は
「
寺
族
及
び
寺
庭
婦
人
は
…
中
略
…
住
職
ま
た
は
主
管
者
を
補

佐
し
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
宗
法
に
基
づ
け
ば
寺
庭
婦
人
の
立
場
は
補
佐
に
留
ま
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
宗
に
お
け
る
寺
庭
婦
人

の
位
置
づ
け
は
未
だ
定
ま
っ
て
お
ら
ず
、
宗
法
の
規
程
通
り
住
職
の
補
佐
に
留
ま
る
の
か
、
主
軸
へ
の
転
化
を
目
指
す
の
か
、
宗
法

の
改
正
や
寺
庭
婦
人
自
身
の
要
望
も
含
め
て
議
論
が
必
要
で
あ
ろ
う）

31
（

。

（
四
）
強
固
な
男
性
中
心
主
義

　

伝
統
教
団
と
称
す
る
よ
う
に
日
本
の
仏
教
教
団
は
こ
れ
ま
で
、
伝
統
を
守
り
継
承
す
る
こ
と
に
力
を
入
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
仏

教
の
教
義
や
実
践
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
文
化
や
風
習
を
守
る
こ
と
に
も
一
翼
を
担
っ
て
き
た
。
そ
の
一
方
で
、
伝
統
を
重
ん
じ
る

ば
か
り
に
、
古
風
な
考
え
や
古
い
価
値
観
か
ら
脱
し
切
れ
て
い
な
い
面
も
あ
る
。
碧
海
は
、
日
本
の
仏
教
教
団
に
つ
い
て
耳
の
痛
い

指
摘
を
す
る
。

寺
院
関
係
の
人
と
接
し
て
い
る
と
、
し
ば
し
ば
、
ず
い
ぶ
ん
古
風
な
考
え
方
を
し
て
い
る
な
、
と
思
う
こ
と
が
あ
る
。
と
り
わ

け
男
性
僧
侶
の
女
性
観
に
関
し
て
、
違
和
感
を
抱
く
場
合
が
少
な
く
な
い
。
女
性
は
必
ず
結
婚
し
て
子
ど
も
を
産
み
育
て
る
べ
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き
、
と
い
う
発
想
を
す
る
人
が
ざ
ら
に
い
た
り
、
セ
ク
ハ
ラ
概
念
を
学
ん
で
い
な
い
か
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
人
が
い
た
り
し

て
、
憂
鬱
な
気
分
に
な
る
。
寺
院
は
日
本
仏
教
の
基
盤
で
あ
り
、
日
本
の
伝
統
文
化
を
継
承
す
る
主
要
な
場
の
一
つ
で
あ
る
。

そ
の
裏
面
と
し
て
、
日
本
の
負
の
伝
統
（
因
襲
と
も
言
え
る
）
も
ま
た
、
一
般
社
会
よ
り
色
濃
く
伝
え
て
き
て
し
ま
っ
た
と
こ

ろ
が
あ
る
。
古
臭
い
女
性
観
や
、
周
囲
の
人
間
に
対
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
意
識
の
希
薄
さ
は
、
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
負
の
伝
統
を
ど
う
理
解
し
、
い
か
に
克
服
し
う
る
か
。
学
問
的
に
も
実
践
的
に
も
、
大
き
な
課
題
と
し
て
あ
る
。（
碧

海
［
二
〇
一
九
］、
一
頁
）

　

確
か
に
こ
の
碧
海
の
辛
辣
な
指
摘
に
対
し
、
本
宗
を
含
め
た
仏
教
教
団
は
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
は
別
と
し
て
も
、
男
性
中
心
主
義
は
仏
教
界
全
体
に
そ
の
傾
向
が
強
く）

37
（

、
男
性
僧
侶
に
限
ら
ず
女
性
で
あ
る
寺
庭
婦
人
の
多
く

も
納
得
し
て
い
る
（
疑
問
を
持
っ
て
い
な
い
）
向
き
が
あ
る
。『
教
化
』
十
九
に
お
い
て
、
鈴
木
が
「
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
達
の
共
通
し

て
抱
い
て
い
る
男
性
優
位
・
女
性
劣
位
と
い
う
基
本
認
識
、
さ
ら
に
は
そ
う
し
た
社
会
構
造
を
変
革
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
す
る
思
想
傾
向
が
、
果
し
て
女
性
全
体
の
声
を
代
弁
す
る
も
の
と
な
り
得
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
疑
問
が
あ
る）

31
（

」

と
述
べ
る
よ
う
に
、
寺
庭
婦
人
自
身
も
男
性
中
心
主
義
の
強
い
仏
教
界
の
変
革
を
望
ん
で
い
る
と
は
限
ら
な
い）

39
（

。
同
じ
『
教
化
』

一
九
の
中
で
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
で
あ
る
大
越
も
「
解
体
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
は
私
だ
け
で
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は
そ
う
思
っ
て
い
な

い）
11
（

」
と
語
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
一
方
で
、
本
宗
総
合
調
査
に
よ
れ
ば
寺
院
生
活
に
対
す
る
寺
庭
婦
人
の
満
足
度
は
減
少
傾
向
に
あ
り
、
寺
庭
婦
人
が
住
職

に
対
し
、「
寺
院
運
営
に
つ
い
て
自
分
の
意
見
や
考
え
を
聞
い
て
欲
し
い
」「
会
話
の
時
間
を
増
や
し
て
欲
し
い
」
と
い
う
要
望
は
高

い
割
合
を
示
し
て
い
る）

11
（

。
ま
た
、「
寺
院
で
女
性
の
立
場
が
理
解
さ
れ
て
い
る
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
、「
ど
ち
ら
で
も
な
い

（
45
・
0
％
）」
が
「
さ
れ
て
い
る
（
33
・
6
％
）」「
さ
れ
て
い
な
い
（
15
・
2
％
）」
を
上
回
り
約
半
数
を
占
め
る
の
も
、「
理
解
さ
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れ
て
い
る
い
な
い
と
い
う
よ
り
、
こ
う
い
う
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る）

11
（

。

　

寺
院
の
価
値
観
と
社
会
の
価
値
観
が
必
ず
し
も
一
致
す
べ
き
と
は
思
わ
な
い
が
、
従
来
の
価
値
観
が
通
用
し
難
い
現
代
社
会
に
お

け
る
宗
団
運
営
・
寺
院
運
営
の
あ
り
方
を
再
考
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

五
、
現
代
に
お
け
る
寺
庭
婦
人
研
究
の
視
座

　

本
稿
で
は
寺
庭
婦
人
に
関
す
る
研
究
史
を
整
理
し
た
上
で
、
現
代
に
お
け
る
寺
庭
婦
人
を
と
り
ま
く
状
況
や
課
題
に
つ
い
て
検
討

し
て
き
た
。
社
会
の
価
値
観
が
多
様
化
す
る
中
で
、
伝
統
教
団
や
寺
院
は
ど
の
よ
う
な
方
向
に
進
ん
で
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

今
後
の
寺
庭
婦
人
に
関
す
る
議
論
や
研
究
に
は
大
き
く
三
つ
の
視
点
が
求
め
ら
れ
得
る
。
一
つ
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
的
視
点
で
あ

る
。
こ
れ
ま
で
の
仏
教
界
は
、
男
性
中
心
の
志
向
が
暗
黙
の
う
ち
に
了
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
現
代
社
会
は
女
性
の
活
躍
を
推
進

し
、
男
女
平
等
へ
と
進
ん
で
い
る
。
一
九
八
〇
年
以
来
の
課
題
で
あ
る
本
宗
寺
庭
婦
人
の
位
置
づ
け
は
依
然
と
し
て
明
確
で
な
い
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
宗
法
の
規
程
、
寺
庭
婦
人
の
性
別
役
割
を
含
め
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
的
視
点
で
の
議
論
が
要
さ
れ
る
。
二
つ
め

は
、
家
族
社
会
学
的
視
点
で
あ
る
。
家
族
社
会
学
と
は
、
家
族
に
対
す
る
自
分
の
常
識
や
思
い
込
み
か
ら
一
旦
離
れ
て
、
客
観
的
に

家
族
の
あ
り
方
を
問
い
直
す
学
問
で
あ
る
。
世
襲
化
に
伴
い
、
多
く
の
寺
院
は
家
族
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
個
人
化
が
進
み
、
家
族

の
あ
り
方
、
家
事
、
育
児
、
仕
事
、
教
育
に
対
す
る
価
値
観
が
多
様
化
す
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、
寺
族
は
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
。

家
族
社
会
学
（
寺
族
社
会
学
）
的
視
点
で
の
議
論
も
必
要
と
な
る
。
三
つ
め
は
、
当
事
者
学
的
視
点
で
あ
る
。
近
年
、
様
々
な
分
野

に
お
い
て
当
事
者
学
的
研
究
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
当
事
者
（
寺
庭
婦
人
）
個
々
の
語
り
を
通
し
て
、
現
代
の
宗
団
・
寺
院
の

あ
り
方
の
見
直
し
が
可
能
に
な
る
の
か
を
検
討
す
る
。
総
合
調
査
の
み
な
ら
ず
、
寺
庭
婦
人
の
声
を
じ
っ
く
り
と
聴
く
機
会
が
必
要

で
あ
る
。



現代密教　第31号

― 92 ―

　

こ
の
よ
う
な
議
論
は
、
伝
統
仏
教
教
団
に
と
っ
て
、
今
ま
で
の
常
識
を
揺
る
が
す
と
と
も
に
新
た
な
価
値
観
の
創
造
を
も
た
ら
す

は
ず
で
あ
る
。
社
会
の
価
値
観
が
変
化
す
る
中
で
、
我
れ
関
せ
ず
と
変
化
を
そ
の
ま
ま
受
け
流
す
の
で
も
な
く
、
社
会
に
お
も
ね
り

闇
雲
に
追
従
す
る
の
で
も
な
く
、
社
会
と
対
話
し
、
社
会
を
と
り
ま
く
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
主
体
的
に
捉
え
る
こ
と
を
志
す
の
が
「
伝

統
の
創
造
」
へ
の
道
で
あ
ろ
う
。

参
考
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仏
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仏
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付
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仏
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］「『
坊
守
』
論
の
現
在
―
歴
史
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］『
仏
教
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
―
真
宗
の
成
立
と
「
坊
守

の
役
割
」
―
』（
明
石
書
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九
八
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庭
婦
人
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教
化
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一
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）

・
碧
海
寿
広
［
二
〇
一
九
］「
は
じ
め
に
」（『
現
代
日
本
の
仏
教
と
女
性
』、

法
蔵
館
）

・
奥
野
真
明
［
二
〇
〇
七
］「
近
代
の
真
言
宗
智
山
派
に
お
け
る
実
子
相
続

論
議
に
つ
い
て
」（『
智
山
学
報
』
五
六
、
二
〇
〇
七
）

・
奥
野
真
明
［
二
〇
〇
八
］「
近
代
の
真
言
宗
智
山
派
に
お
け
る
女
性
の
受

容
―
序
に
か
え
て
―
」（『
現
代
密
教
』
一
七
）
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・
川
橋
範
子
［
二
〇
一
一
］「
は
じ
め
に
」（『
新
・
仏
教
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』、

梨
の
木
舎
）

・
川
橋
範
子
［
二
〇
一
九
］「
越
境
す
る
「
仏
教
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
研
究
」

（『
現
代
日
本
の
仏
教
と
女
性
』、
法
蔵
館
）

・
草
野
龍
子
［
二
〇
〇
四
］「
真
宗
大
谷
派
に
お
け
る
女
性
室
の
設
置
と
そ

の
取
り
組
み
に
つ
い
て
」（『
宗
教
法
』
二
三
）

・
窪
田
和
美
［
二
〇
〇
六
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寺
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お
け
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守
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第
８
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調
査
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ら
み
る
坊
守
の
多
面
的
活
動
―
」（『
龍
谷
大
学

論
集
』
四
六
八
）

・
丹
羽
宣
子
［
二
〇
一
九
］「〈
僧
侶
ら
し
さ
〉
と
〈
女
性
ら
し
さ
〉
の
宗
教

社
会
学
」（
晃
洋
書
房
）

・
鳥
居
千
代
香
［
二
〇
〇
三
］「
日
本
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
の
重
要
性
」

（『
帝
京
大
学
短
期
大
学
紀
要
』
二
四
）

・
中
村
生
雄
［
二
〇
一
一
］『
肉
食
妻
帯
考　

日
本
仏
教
の
発
生
』（
青
土
社
）

・
灘
上
智
生
［
二
〇
一
四
］「
宗
勢
調
査
に
み
る
日
蓮
宗
の
現
状
と
課
題　

葬
儀
・
寺
庭
婦
人
を
中
心
に
」（『
現
代
宗
教
研
究
』
四
八
）

・
野
田
潤
［
二
〇
一
七
］「
家
族
の
近
代
化
と
子
育
て
の
変
容
」（『
入
門
家

族
社
会
学
』、
新
泉
社
）

・
延
本
妙
泉
［
二
〇
一
六
］「「
日
蓮
宗
の
寺
庭
婦
人
」
Ｐ
Ｔ
報
告　

寺
庭
婦

人
と
し
て
の
立
場
に
お
け
る
如
来
使
の
自
覚
」（『
現
代
宗
教
研
究
』
五
〇
）

・
原
ひ
ろ
子
［
二
〇
〇
三
］「
学
術
研
究
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
の
確
立
」

（『
国
際
ジ
ェ
ン
ダ
ー
学
会
誌
』
一
）

・
廣
澤
隆
之
［
二
〇
〇
三
］「
結
婚
を
仏
教
は
ど
う
見
る
か
？
」（『
智
山
教

化
資
料
』
二
九
）

・
廣
澤
隆
之
［
二
〇
〇
九a

］「
巻
頭
言
」（『
現
代
密
教
』
二
〇
）

・
廣
澤
隆
之
［
二
〇
〇
九b

］「
課
題
と
し
て
の
仏
教
研
究
―
教
理
と
実
践

を
統
合
す
る
た
め
に
―
」（『
現
代
密
教
』
二
〇
）

・
三
好
和
美
［
二
〇
一
一
］「
寺
庭
婦
人
の
現
状
、
未
来
」（『
現
代
宗
教
研
究
』

四
五
）

・
横
井
桃
子
［
二
〇
一
〇
］「「
坊
守
」
研
究
に
お
け
る
心
理
学
の
必
要
性
」

（『
日
本
心
理
学
会
大
会
発
表
論
文
集
』
七
四
）

・
横
井
桃
子
［
二
〇
一
二
］「
は
た
ら
き
か
た
と
役
割
受
容
感
―
住
職
と
坊

守
の
寺
院
活
動
―
」（『
宗
教
と
社
会
』
一
八
）

・
横
井
桃
子
［
二
〇
一
九
］「
越
境
す
る
寺
族
女
性
た
ち
―
日
本
と
ハ
ワ
イ

の
調
査
か
ら
―
」（
龍
谷
大
学
ア
ジ
ア
仏
教
文
化
研
究
叢
書
８
『
現
代
日

本
の
仏
教
と
女
性
』、
法
蔵
館
）

〈
宗
派
刊
行
物
〉

・
真
言
宗
智
山
派
宗
務
庁
［
一
九
九
三
］「
社
会
問
題
と
真
言
教
学　

新
社

会
問
題
シ
リ
ー
ズ
①
「
社
会
と
女
性
問
題
」」（『
智
山
教
化
資
料
』
一
九
）

・
真
言
宗
智
山
派
宗
務
庁
［
一
九
六
七
］『
婦
人
の
し
る
べ
』

・
真
言
宗
智
山
派
宗
務
庁
［
二
〇
〇
三
］『
寺
庭
の
し
る
べ
―
真
言
宗
智
山

派
理
解
の
た
め
に
―
』

・
真
言
宗
智
山
派
宗
務
庁
［
二
〇
一
六
］『
智
山
教
師
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
―
基

礎
か
ら
わ
か
る
事
相
・
教
相
・
教
化
―
』

・
真
言
宗
智
山
派
宗
務
庁
［
二
〇
二
一
］『
智
山
寺
庭
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
―
基

礎
か
ら
わ
か
る
寺
院
生
活
の
し
る
べ
―
』

・
智
山
教
化
研
究
所
［
一
九
七
九
］『
智
山
教
化
研
究
』
一
一

〈
総
合
調
査
分
析
研
究
報
告
書
〉
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・
昭
和
五
十
五
年
度
実
施
報
告
書
（『
智
山
教
化
研
究
』
一
四
、
一
九
八
一
）

・
昭
和
六
十
年
度
実
施
報
告
書
（
智
山
伝
法
院
『
智
山
派
ガ
イ
ド
～
ダ
イ
ジ

ェ
ス
ト
・
総
合
調
査
～
』、
一
九
八
八
）

・
平
成
二
年
度
実
施
集
計
結
果
（
真
言
宗
智
山
派
『
集
計
結
果
（
中
間
報

告
）』、
一
九
九
二
）

・
平
成
二
年
度
実
施
報
告
書
（
智
山
伝
法
院
『
教
化
宗
団
の
現
状
と
課
題
』、

一
九
九
四
）

・
平
成
七
年
度
実
施
報
告
書
（
智
山
伝
法
院
『
―
意
識
調
査
「
死
の
イ
メ
ー

ジ
」
を
中
心
と
し
て
―
』、
一
九
九
八
）
真
言
宗
智
山
派
の
現
状
と
課
題

・
平
成
二
十
二
年
度
実
施
報
告
書
（
真
言
宗
智
山
派
宗
務
庁
『
真
言
宗
智
山

派
の
現
状
と
課
題
』、
二
〇
一
二
）

・
平
成
二
十
七
年
度
実
施
報
告
書
（
真
言
宗
智
山
派
宗
務
庁
『
真
言
宗
智
山

派
の
現
状
と
課
題
』、
二
〇
一
五
）

註（
1
） 

仏
教
（
仏
教
学
・
仏
教
者
）
と
社
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
仏
教

者
の
中
で
も
様
々
な
立
場
が
あ
り
丁
寧
な
議
論
を
要
す
る
。
仏
教
の

社
会
関
与
の
重
要
性
を
主
張
す
る
論
考
が
あ
る
一
方
で
、
社
会
関
与

は
仏
教
の
本
質
で
は
な
い
と
す
る
論
考
も
あ
る
。
本
稿
は
そ
の
よ
う

な
議
論
に
踏
み
込
む
も
の
で
は
な
く
、
言
い
換
え
れ
ば
、
仏
教
の
思

想
的
原
理
・
基
本
的
立
場
に
照
ら
し
て
「
仏
教
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
の

問
題
を
論
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
実
際
に
寺
院
の
中
に
存
在
す
る
寺

庭
婦
人
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
現
状
と
課
題
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

仏
教
の
社
会
関
与
に
関
す
る
議
論
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
阿
部
［
二

〇
〇
四
］［
二
〇
〇
九
］
に
詳
し
い
。
ま
た
仏
教
の
社
会
的
機
能
に
つ

い
て
は
、『
現
代
密
教
』
一
三
を
は
じ
め
伝
法
院
か
ら
も
研
究
成
果
が

報
告
さ
れ
て
い
る
。

（
2
） 

価
値
観
の
変
容
に
伴
い
、
現
代
社
会
で
は
多
様
性
を
重
要
視
す
る
。

こ
の
価
値
観
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
寺
庭
婦
人
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も

多
様
性
を
承
認
す
る
こ
と
に
な
り
、
一
定
の
寺
庭
婦
人
像
は
規
定
で

き
な
い
方
向
へ
と
進
む
は
ず
で
あ
る
。
一
方
で
、
寺
庭
婦
人
に
は
、

教
師
の
よ
う
に
必
修
の
過
程
（
研
修
・
修
行
・
僧
階
等
）
が
な
い
た
め
、

宗
団
と
し
て
何
ら
か
の
方
向
性
を
示
す
こ
と
は
必
要
で
あ
る
よ
う
に

感
じ
る
。

（
3
） 

横
井
［
二
〇
一
九
］（
八
〇
頁
）
参
照
。

（
4
） 『
教
化
』
一
九
（
一
五
八
頁
）

（
5
） 

遠
藤 ［
一
九
九
八
］ ［
二
〇
〇
〇
］、
窪
田
［
二
〇
〇
六
］、
横
井
［
二

〇
一
二
］、
こ
の
他
親
鸞
の
妻
帯
に
関
す
る
論
考
は
多
数
存
す
る
。

（
6
） 

二
〇
一
九
年
に
登
壇
者
の
議
論
を
ま
と
め
た
『
現
代
日
本
の
仏
教
と

女
性
―
文
化
の
越
境
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』（
法
蔵
館
）
を
刊
行
。

（
7
） 

真
宗
大
谷
派
解
放
運
動
推
進
本
部
女
性
室
『
女
性
史
に
学
ぶ
学
習
資

料
集
』（
東
本
願
寺
出
版
部
、
二
〇
一
九
）

（
8
） 『
現
代
宗
教
研
究
』
四
四
（
二
七
六
頁
）

（
9
） 

伊
藤
［
二
〇
一
一
］、
灘
上
［
二
〇
一
四
］、
延
本
［
二
〇
一
六
］

（
11
） 
石
川
他
［
二
〇
〇
二
］

（
11
） 
女
性
と
仏
教
東
海
・
関
東
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
『
仏
教
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
［
女

た
ち
の
如
是
我
聞
］』（
朱
鷺
書
店
、
一
九
九
九
）、
同
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー

イ
コ
ー
ル
な
仏
教
を
め
ざ
し
て
』（
朱
鷺
書
店
、
二
〇
〇
四
）、
同
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『
新
・
仏
教
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー　

女
性
た
ち
の
挑
戦
』（
梨
の
木
舎
、
二

〇
一
一
）

（
11
） 
智
山
教
化
研
究
所
で
は
翌
七
九
年
以
降
も
、
少
な
く
と
も
三
回
は
「
寺

庭
婦
人
の
た
め
の
会
」
を
設
け
て
い
る
。
昭
和
五
十
五
年
度
実
施
報

告
書
（
一
四
三
～
一
四
四
頁
）
参
照
。

（
13
） 『
智
山
教
化
研
究
』
一
一
（
一
五
九
頁
）

（
11
） 

大
塚
［
一
九
八
〇
］

（
15
） 

一
方
で
伝
法
院
か
ら
宗
内
へ
の
提
言
に
つ
い
て
、
た
と
え
そ
れ
が
現

実
化
に
向
け
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
な
か
な
か
現
実
化
し
な

い
現
状
へ
の
指
摘
も
あ
る
。
廣
澤
［
二
〇
〇
九b

］
は
、
伝
法
院
か

ら
宗
内
に
向
け
て
発
表
し
た
意
見
や
提
言
が
現
実
化
し
な
い
理
由
と

し
て
、
伝
法
院
の
発
す
る
意
見
や
提
言
が
宗
内
で
共
有
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
を
挙
げ
、
そ
の
背
景
に
あ
る
三
つ
の
問
題
点
を
提
示
し
て
い
る
。

①
伝
法
院
は
研
究
機
関
で
あ
り
宗
派
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
で
あ
る
か
ら
、

具
体
的
施
策
を
実
行
す
る
立
場
に
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
意
見
・
提
言
は

擬
態
的
施
策
の
実
施
に
あ
た
っ
て
参
考
に
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

直
接
施
策
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

②
伝
法
院
の
出
版
物
、
と
り
わ
け
『
現
代
密
教
』
は
学
術
的
で
あ
っ
た
り
、

内
容
が
細
か
す
ぎ
た
り
し
て
読
む
の
が
難
し
い
の
で
、
宗
内
の
七
割

ぐ
ら
い
の
教
師
が
目
を
通
さ
な
い
。
し
た
が
っ
て
伝
法
院
に
お
け
る

議
論
や
意
見
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。

③
伝
法
院
が
積
極
的
に
意
見
・
提
言
を
理
解
し
て
も
ら
う
努
力
を
怠
っ

て
き
た
。
た
だ
出
版
物
を
刊
行
す
る
だ
け
で
、
理
解
を
得
る
た
め
の

場
所
・
機
会
を
積
極
的
に
求
め
て
こ
な
か
っ
た
。

（
11
） 

川
橋
［
二
〇
一
一
］（
五
～
六
頁
）

（
17
） 『
教
化
』
一
九
（
二
〇
八
頁
）

（
11
） 

原
［
二
〇
〇
三
］（
一
九
頁
）

（
19
） 

廣
澤
［
二
〇
〇
九a

］（
三
頁
）

（
11
） 

本
宗
に
お
け
る
僧
侶
の
妻
帯
論
に
つ
い
て
は
、
奥
野
［
二
〇
〇
七
］［
二

〇
〇
八
］
に
詳
し
い
。
ま
た
伊
藤
［
二
〇
一
五
］
で
は
、
明
治
期
の

有
識
者
に
お
け
る
僧
侶
の
妻
帯
論
が
概
観
さ
れ
て
い
る
。

（
11
） 

奥
野
［
二
〇
〇
八
］

（
11
） 

奥
野
［
二
〇
〇
七
］（
五
一
三
頁
）

（
13
） 

奥
野
［
二
〇
〇
七
］
に
よ
れ
ば
、
本
決
議
は
混
乱
の
末
の
決
議
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
り
、
智
山
派
が
妻
帯
公
認
や
公
許
し
た
と
い
う
も
の

で
は
な
く
、
寺
院
住
職
の
後
任
に
つ
い
て
住
職
の
実
子
た
る
法
資
が

相
続
す
る
（
世
襲
住
職
）
こ
と
を
可
能
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
11
） 

平
安
時
代
初
期
頃
よ
り
僧
侶
の
妻
帯
は
見
ら
れ
た
が
、
仏
教
各
宗
に

お
け
る
僧
侶
の
妻
帯
の
一
般
化
は
明
治
期
以
降
で
あ
る
。

（
15
） 

荒
川
［
一
九
九
一
］
参
照
。

（
11
） 

平
成
二
十
二
年
度
実
施
報
告
書
（
一
七
七
頁
）

（
17
） 

平
成
二
十
八
年
の
社
会
生
活
基
本
調
査
に
よ
れ
ば
、
六
歳
未
満
の
子

を
持
つ
夫
妻
の
家
事
時
間
は
、
夫
（
一
時
間
二
三
分
）
に
対
し
、
妻

（
七
時
間
三
四
分
）
で
あ
る
。

（
11
） 
平
成
二
年
度
実
施
報
告
書
（
一
〇
〇
～
一
一
〇
頁
）

（
19
） 
野
田
［
二
〇
一
七
］

（
31
） 

昭
和
六
十
年
度
実
施
の
総
合
調
査
に
よ
る
と
、「
娘
を
寺
院
に
嫁
が
せ

た
く
な
い
」
と
す
る
寺
庭
婦
人
の
割
合
は
「
息
子
に
寺
院
を
継
が
せ
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た
く
な
い
」
と
す
る
寺
庭
婦
人
の
割
合
の
五
倍
に
も
上
る
と
い
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
「
本
音
と
た
て
ま
え
に
苦
し
ん
で
」
と
の
分
析
が

あ
り
、
寺
院
を
守
る
と
い
う
点
か
ら
息
子
に
は
後
を
継
い
で
も
ら
わ

な
け
れ
ば
困
る
が
、
自
由
に
で
き
る
な
ら
ば
多
忙
で
人
間
関
係
が
複

雑
な
寺
院
に
は
入
ら
な
く
て
い
い
と
い
う
二
律
背
反
の
気
持
ち
が
潜

ん
で
い
る
と
さ
れ
る
（
昭
和
六
十
年
度
実
施
報
告
書
、
四
九
頁
）。

（
31
） 

鳥
居
［
二
〇
〇
三
］

（
31
） 

伊
藤
［
二
〇
一
一
］（
一
六
頁
）

（
33
） 

延
本
［
二
〇
一
一
］（
一
四
頁
）

（
31
） 

現
在
の
本
宗
も
、
寺
庭
婦
人
は
宗
派
の
方
針
や
運
営
に
対
す
る
議
決

権
を
持
た
な
い
。
令
和
二
年
度
実
施
報
告
書
に
も
「
寺
庭
婦
人
は
少

な
く
と
も
、
夫
で
あ
る
住
職
を
通
じ
て
宗
団
に
関
係
し
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
宗
団
と
寺
庭
婦
人
と
の
か
か
わ
り
は
、
実
は
夫
で
あ
る

住
職
の
宗
団
に
対
す
る
姿
勢
や
寺
院
運
営
に
関
す
る
意
識
が
反
映
し

て
い
る
（
二
〇
一
頁
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
宗
団
に
対
す
る
寺
庭
婦
人

の
要
望
は
住
職
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
過
し
な
け
れ
ば
届
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
年
の
調
査
結
果
に
よ
る
と
、「
夫
で

あ
る
住
職
・
教
師
に
望
む
こ
と
」
は
「
会
話
の
時
間
を
増
や
し
て
欲

し
い
（
17
・
2
％
）」「
寺
院
運
営
に
つ
い
て
自
分
の
意
見
や
考
え
を

聞
い
て
欲
し
い
（
11
・
1
％
）
が
上
位
を
占
め
、
寺
庭
婦
人
の
思
い

が
住
職
ま
で
届
い
て
い
な
い
現
実
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
て
い
る
。

（
35
） 『
智
山
教
師
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
三
〇
一
頁
）

（
31
） 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
で
は
二
〇
〇
四
年
、
宗
法
・
寺
族
規
程
・
寺
院

規
程
・
坊
守
式
規
程
を
改
正
し
、
こ
れ
ま
で
曖
昧
に
さ
れ
て
き
た
坊

守
の
役
割
を
明
確
に
定
義
づ
け
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
窪
田
は
「
宗

門
法
規
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
寺
族
や
坊
守
に
関
す
る
規
程
が
現
状

と
合
わ
な
く
な
っ
て
き
た
」
と
分
析
し
、「
宗
門
が
社
会
の
変
化
に
即

座
に
対
応
し
て
い
る
」
と
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
浄
土
真
宗
本
願
寺

派
の
仏
教
婦
人
会
は
二
〇
一
八
年
に
一
九
六
六
年
制
定
の
綱
要
を
改

定
し
、「
み
法
の
母
」
や
「
仏
の
子
ど
も
」
の
文
言
を
削
除
し
た
。
窪

田
［
二
〇
〇
六
］、
横
井
［
二
〇
一
九
］
参
照
。

（
37
） 

丹
羽
［
二
〇
〇
一
九
］
で
は
、
仏
教
界
の
〈
男
社
会
〉
に
つ
い
て
、

詳
細
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。

（
31
） 『
教
化
』
一
九
（
八
七
頁
）

（
39
） 

例
え
ば
、
平
成
十
七
年
実
施
の
総
合
調
査
「
宗
団
へ
の
要
望
」
に
対

す
る
寺
庭
婦
人
の
回
答
を
み
る
と
、「
地
位
向
上
」
は
わ
ず
か
4
％
に

過
ぎ
な
い
。

（
11
） 『
教
化
』
一
九
（
一
八
一
頁
）

（
11
） 

平
成
二
年
度
実
施
報
告
書
（
一
〇
〇
頁
）、
同
集
計
結
果
（
三
六
頁
）

（
11
） 

平
成
二
年
度
集
計
結
果
（
三
八
頁
）

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

寺
庭
婦
人　

寺
族　

仏
教
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

註（（

） 

（（

） 

（（

） 

（（

） 

（（

） 

（（

） 

（（

） 

（（

） 

（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

（（（

） 

このボックスは絶対に
消さないでください


